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１ 補助の内容 

対象住宅の新築工事に対し、20万円を補助します。 
 

2 募集件数、募集期間 

  募集件数 ２０件 

 
募集期間  令和 5年４月 3日（月）～ 予算枠に達するまで 

   
※先着順に申請を受け付けます。 

 

３ 申し込み方法 

  受付窓口  市役所６階 建築開発課 
 
  受付時間  ８：４５～１７：３０（土・日・祝日の受付は行いません） 

 

４ 対象者・対象住宅 

（１）対象者 

① 世帯全員が市区町村民税を滞納していない方（納税状況により対象となる場合があります。） 

② 所得※１を基に計算した規定金額※2の世帯総額が５５０万円以下（確認できる最新のもの） 

③ 暴力団員でない方 

④ 過去におびひろ住宅づくり奨励金及び本補助金を受けていない方 

※1所得とは、会社員などの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額となります。  

※2規定金額とは、所得に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合に、給与所得の金額又は公的年金等所得

の合計額から 10万円を限度に控除した額となります。 

（２）対象住宅 

  ① 自己の居住用に市内に新築するもので、以下のいずれかに該当するもの。 

 きた住まいる住宅 

     認定長期優良住宅 

     認定低炭素住宅 

   ② 専用住宅又は併用住宅※3で、専ら自己の居住の用に供される部分の床面積が、50平方メー

トル以上 280平方メートル以下であること。 

   ③ 国等から他の補助金等（市が指定するものを除く。）の交付を受けていない、又は受ける予

定のないこと。 

※3その一部を人の居住の用に供する家屋であって、その床面積の２分の１以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供さ

れるもの 

 

５ 工事施工者 

  建設業法による許可を受け建設工事を請け負う、市内に事務所・営業所等を有する事業者 

 ※当該工事の全てを他に委託することはできません。 
 

環境負荷低減や住宅の長寿命化に効果的な住宅建設を支援します。 
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６ 申請から補助金受取りまで 

  ①申請書類提出 

     

 ②審査 

     

  ③補助金交付決定通知 

     

  ④工事着手 

    ・決定通知前の工事着手は補助の対象外 

    ・工事を変更、中止する場合は届出が必要 

  ⑤工事完了 

         

⑥実績報告 

  ・帯広市戸籍住民課（市役所１階）で転入届または転居届を提出後、速やかに提出 

  ・令和 6年３月１５日（金）までに完了の届出を行わなければならない。 

⑦補助金交付額確定通知 

   

⑧補助金請求 

  ・令和 6年３月１５日（金）までに補助金の請求を行わなければならない。 

  ⑨補助金交付 

・指定口座に入金 
 

７ 申請に必要な書類 

 ① 補助金交付申請書（様式第１号） 

 ② 世帯全員の住民票※ 

 ③ 世帯全員の所得証明書※ 

 ④ 世帯全員の市区町村民税の滞納がないことを証する書類※ 

 ⑤ 工事請負契約書の写し 

 ⑥ 補助状況調査票（他の補助制度を利用する場合のみ提出） 

 ⑦ 誓約書（様式第 1号の 2、暴力団排除に係る誓約） 

⑧ きた住まいる住宅、認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅のいずれかにより新築する家屋で

あることを証明するもの 

  ア きた住まいる住宅・・・きた住まいるサポートシステムに登録した情報の写し 

  イ 認定長期優良住宅・・・認定申請書（申請受付後のもの）又は確認書等の写し 

ウ 認定低炭素住宅・・・認定申請書（申請受付後のもの）又は適合証の写し 
 

８ 実績報告に必要な書類 

  ① 補助金交付工事完了実績報告書（様式第７号） 

  ② 検査済証の写し 

  ③ きた住まいる住宅の場合は、住宅ラベリングシートの写し 

    認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し 

    認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し 

  ④ 対象住宅が都市計画区域外に施工された場合は、竣工写真 

  ⑤ アンケート 

９ 補助金の交付を中止する場合 

補助金交付中止届（様式第５号）を提出してください。 

※その他制度の詳細につきましては、おびひろスマイル住宅補助金交付要綱をご確認いただくか、 

   帯広市建築開発課（TEL0155－65－4179）までお問い合わせください。 

※ ②～④は、①申請書で個人

情報の取得について同意し

た帯広市在住の方は添付不

要。ただし、前年の 1 月 1

日以後転入された場合は

③、④の書類添付が必要 

※２週間程度の期間を要します。 


